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主 文

1 原告の請求を棄却する。

2訴訟費用は原告の負担とする。

事実及び理由

第1 請求の趣旨25

処分行政庁が平成29年5月19日付けで原告に対してした公文書一部開示
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決定（学文第120号）のうち，別紙1の「文書の件名」欄に記載の各文書の「非

開示部分」欄記載の部分を開示しないとした部分を取り消す。

第2事案の概要

1 本件は，原告がした山形県情報公開条例（以下「本件条例」という｡）に基づく

文書の開示請求に対し，処分行政庁がその文書の一部について本件条例が規定す

る不開示情報が記録されているとして， 当該記録がある部分を開示しないとし，

その余の部分を開示する旨の決定（以下「本件処分」という。）をしたため，原告

が，不開示情報が記録されているとされた文書のうちの一部である別紙1の「文

書の件名」欄に記載の各文書の「非開示部分」欄記載の部分（以下「本件不開示

部分」 という。）に記録されている情報は本件条例が規定する不開示情報には該

当しないと主張して，被告に対し，本件処分のうち，本件不開示部分を開示しな

いとした部分の取消しを求める事案である。

2 関連法令等の定め

本件に関係する法令及び学校法人会計基準（平成25年4月22日文部科学省

令第15号による改正前のもの。以下同じ｡)の定めは，別紙2の1ないし3のと

5

10

15

おりである。

また，本件条例（乙1）のうち本件に関係する部分は，別紙2の4のとおりで

あり，山形県情報公開条例の趣旨及び解釈（抜粋） （平成10年3月24日付け総

第600号総務部長通知平成28年3月30日最終改正) (乙2)のうち本件

に関係する部分は，別紙2の5のとおりである。

3．前提事実（当事者間に争いがないか後掲の証拠及び弁論の全趣旨により容易に

認められる事実）

(1) 本件処分及び本件訴訟の提起

原告は,平成29年4月26日，処分行政庁に対し，本件条例に基づき， 山

形市内に東海大学山形高等学校を設置し，山形県などから補助金の交付を受け

ている学校法人東海山形学園（以下「本件学校法人」という｡）に関する公文書

20
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の開示を請求した。

処分行政庁は，同年5月19日，上記請求に対し，本件不開示部分を含む一

部分について，本件条例6条1項2号又は3号が規定する不開示情報が記録さ

れているとして，開示しないこととし，その余の部分について開示する旨の本

件処分をした（甲1）。

原告は， 同年7月3日，本件訴訟を提起した（当裁判所に顕著な事実)。

(2) 本件不開示部分に係る処分行政庁の半ll断

本件不開示部分は，本件学校法人の平成24年度から平成27年度までの資

金収支計算書，消費収支計算書及び貸借対照表の一部である。

処分行政庁は，本件処分において，上記の資金収支計算書，消費収支計算書

及び貸借対照表には以下の記載があるとして，以下のとおり，その一部を開示

したが，開示をしないとした部分（本件不開示部分）に記録された情報は，い

ずれも本件条例6条1項3号が規定する不開示情報に該当すると判断して，こ

れを開示しなかった。

ア資金収支計算書（甲1， 2の1ないし2の4）

、開示をした部分

a 以下の大科目の科目名（大科目の全部）及びその金額

収入の部：学生生徒等納付金収入，手数料収入，寄付金収入，補助金

収入，資産運用収入，事業収入，雑収入タ前受金収入，その他の収

入，資金収入調整勘定，前年度繰越支払資金

支出の部：人件費支出，教育研究経費支出，管理経費支出，施設関係

支出，設備関係支出，資産運用支出，その他の支出，予備費資金

支出調整勘定，次年度繰越支払資金

b補助金収入の科目名下に置かれた中・小科目及びその金額

c 収入の部及び支出の部の各合計額並びに全体の合計額

（ｲ） 開示をしないとした部分
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a 大科目のうち，収入の部の前年度繰越支払資金並びに支出の部の予備

費及び次年度繰越支払資金以外の科目名下に置かれたより詳細な科目

名及びその金額

b注記部分に記載された予備費の使用額の内訳

c 注記部分に記載された科目間の流用の使用額の内訳

イ消費収支計算書（甲1， 4の1ないし4の4）

㈱開示をした部分

a 以下の大科目の科目名（大科目の全部）及びその金額

消費収入の部：学生生徒等納付金，手数料，寄付金，補助金，資産運

用収入，事業収入，雑収入，帰属収入合計，基本金組入額合計

消費支出の部：人件費，教育研究経費，管理経費，資産処分差額徴

収不能引当金繰入額（平成26年度分及び平成27年度分)，徴収

不能額（平成26年度分のみ)，予備費

b補助金収入の科目名下に置かれた中・小科目及びその金額

c 消費収入の部及び消費支出の部の各合計額並びに当年度消費収入超

・ 過額,前年度繰越消費支出超過額,基本金取崩額(平成26年度分のみ）

及び翌年度繰越消費支出超過額

㈹開示をしないとした部分

a 大科目のうち，消費支出の部の予備費以外の科目名下に置かれたより

詳細な科目名及びその金額

b注記部分に記載された予備費の使用額の内訳

c 注記部分に記載された科目間の流用の使用額の内訳

ウ貸借対照表（甲1， 5の1ないし5の4）

㈲開示をした部分

a 以下の大科目の科目名（大科目の一部）及びその金額

資産の部：固定資産，流動資産
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負債の部：固定負債，流動負債

消費収支差額の部：翌年度繰越消費支出超過額

b資産の部，負債の部，基本金の部及び消費収支差額の部の各合計額並

びに負債の部，基本金の部及び消費収支差額の部合計の額

注記の部分の以下の標題

重要な会計方針

重要な会計方針の変更等

減価償却額の累計額の合計額

徴収不能引当金の合計額

担保に供されている資産の種類及び額

翌会計年度以後の会計年度において基本金への組入れを行うことと

なる金額

その他財政及び経営の状況を正確に判断するために必要な事項

関連当事者との取引

注記のうち「重要な会計方針」の下に置かれた標題

①引当金の計上基準

②その他の重要な会計方針

注記のうち「その他財政及び経営の状況を正確に判断するために必要

事項」の下に置かれた以下の標題及びその内容のうち以下の部分

①所有権移転外ファイナンス・ リース取引

通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を行っている所有

権移転外ファイナンス・ リースは，次のとおりである。

平成21年3月31日以降に開始したリース取引

C5

〆

10

．15

e

な事項」

20

～

f 注記のうち「翌会計年度以後の会計年度において基本金への組み入れ

を行うこととなる金額」の下に記載された金額25

(ｲ） 開示をしないとした部分
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a資産の部及び負債の部に記載された大科目の下に置かれたより詳細

な科目名及び金額

b基本金の部の大科目名及び金額

c 上記㈲の注記の標題の下に記載された内容及び金額

4争点

本件不開示部分が本件条例6条1項3号イに該当するか否か。

5争点に関する当事者の主張

（被告の主張）

（1） 法人の事業に関する情報には，開示されると法人の権利利益を害するおそれ

があるものがある。そのため，本件条例は，法人に関する情報であって，その

内容が開示されることにより当該法人の競争上の地位，財産権その他正当な利

益を害するおそれがある情報を不開示情報として定めている。これは，具体的

には，経営方針，経理，人事等の事業活動を行う上での内部管理に属する事項

に関する情報であって，開示することにより，法人等の事業運営が不当に損な

われるおそれがあるものなどである。

（2） 高等学校を設置する学校法人の財務会計書類に記載された大科目よりも詳

細な小科目を検討すれば，以下のとおり， 当該学校法人の経営上の秘密やノウ

ハウ（当該学校法人がどのような経営方針に基づいてどのような点に重点をお

いてどのような経営方法で経営されているか）を容易に知ることができ，他の

高等学校の関係者らが， このような情報を知ることによって, これらを踏まえ

た対策や学校経営を行うことにより，高等学校間の競争において， 当該学校法

人の競争力が損なわれることになると十分に考えられる。

ア資金収支計算書及び消費収支計算書の大科目である「人件費支出」の科目

名下に置かれている小科目の科目名及び金額が公開された場合，当該学校法

人が教員の人件費にどの程度の重点を置いているか，理事などに対してどの

程度の報酬を支払っているか，退職者に対してどの程度の退職金を支払って

5
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いるか，退職金の支払に充てるための引当金の有無及び引当金への繰入額等

が明らかになり， 当該学校法人がどのような経営方針に基づいて， どのよう

な点に重点を置いて人件費の支出を行っているのかという経営における考

え方や，人件費や退職金の負担についての正確かつ詳細な内容が明らかにな

る。5

イ資金収支計算書の大科目である「教育研究経費支出」及び消費収支計算書

の大科目である「教育研究経費」の科目名下に置かれている小科目の科目名

及び金額が公開された場合， 当該学校法人が，教育研究の目的で，電気，ガ

ス，水道の光熱費や消耗品費，教員の外部への出張，研修等のための旅費交

通費にどの程度の支出を行っているか，特待生に対する奨学金としてどの程

度の支出を行っているか，設備に関する減価償却をどの程度行っているかな

どが明らかになり，追加の小科目や細分化された小科目が置かれている場合

には，当該学校法人がどのような点に重点を置いて教育研究に関する支出を

行っているのかという経営における考え方が明らかになる。

ウ資金収支計算書の大科目である「管理経費支出」及び消費収支計算書の大

科目である「管理経費」の科目名下に置かれている小科目の科目名及び金額

が公開された場合，当該学校法人の管理部門の活動の規模や管理部門の活動

10

15

においてどのような点に重点を置いているかが明らかになり，追加の小科目

や細分化された小科目が置かれている場合には，当該学校法人がどのような

点に重点を置いて管理部門に関する支出を行っているのかという経営にお

ける考え方が明らかになる。また，管理経費支出の科目名下に置かれた小科

目と，教育研究費支出の科目名下に置かれた小科目との比較によって， 当該

学校法人が教育研究のための活動との対比で，管理部門にどの程度の重点を

20

置いて支出を行っているのかという経営における考え方が明らかになる。

エ資金収支計算書及び消費収支計算書の大科目である「資産運用収入」の科

目名下に置かれている小科目の科目名及び金額が公開された場合，当該学校

25
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法人の奨学金に関する基金の有無，規模等や，投資リスクのある有価証券等

への投資をどの程度行っているか，外部から得ている施設設備利用料収入が

どの程度あるのかといった事項が明らかになり，当該学校法人がどのような

経営方針に基づいて，どのような方法で資産運用を行っているのかという経

営上のノウハウや，資産運用状況についての正確かつ詳細な内容が明らかに

なる。

オ資金収支計算書及び消費収支計算書の大科目である「事業収入」の科目名

下に置かれている小科目の科目名及び金額が公開された場合，当該学校法人

が食堂売店,寄宿舎等の設備の利用について徴収している利用料の規模や，

研究所などの附属機関の事業の収入，収益事業からの収入の有無等が明らか

になり，当該学校法人がどのような経営方針に基づいて，研究所などの附属

機関の事業や収益事業をどの程度の規模で行っているのかという経営上の

ノウハウや，収入状況に関する正確かつ詳細な内容が明らかになる。

力資金収支計算書の大科目である「寄付金収入」及び消費収支計算書の大科

目である「寄付金」の科目名下に置かれている小科目の科目名及び金額が公

開された場合，使途が特定されていない一般寄付金と使途が特定されている

寄付金の割合，受贈の有無等が明らかとなり，当該学校法人がどのような経

営方針に基づいて，どのような点に重点を置いて寄付金を募っているのかと

いう経営上のノウハウや，寄付金に係る収入についての正確かつ詳細な内容

が明らかとなる。

キ資金収支計算書の大科目である「施設関係支出」の科目名下に置かれてい

る小科目の科目名及び金額が公開された場合，グラウンドや校舎等の施設整

備のためにどの程度の支出を行ったか，新たな建物の建設の有無等が明らか

となり，当該学校法人がどのような経営方針に基づいて， どのような点に重

点を置いて施設整備を行っているのかが明らかになる。

ク資金収支計算書の大科目である「設備関係支出」の科目名下に置かれてい
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る小科目の科目名及び金額が公開された場合，教育研究用機器やその他の機

器備品，図書，車両等についてどの程度の設備投資を行っているかが明らか

となり， 当該学校法人がどのような経営方針に基づいて， どのような点に重

点を置いて機器，図書，車両等の備品を整備しているのかという経営上のノ

ウハウが明らかになる。5

ケ資金収支計算書の大科目である「資産運用支出」の科目名下に置かれてい

る小科目の科目名及び金額が公開された場合，有価証券購入の有無，引当金

への資金移動の有無，収益事業への元入金の支出の有無，第3号基本金への

支出状況が明らかになり， 当該学校法人がどのような経営方針に基づいて，

どのような点に重点を置いて資産運用を行っているかといった経営上のノ

ウハウや，引当金の計上額や基金の規模などについての正確かつ詳細な内容

が明らかになる。

．資金収支計算書の大科目である「その他の支出」の科目名下に置かれてい

る小科目の科目名及び金額が公開された場合，当該学校法人の債務の弁済状

況や未払金の支払状況等が明らかになり，当該学校法人の資金繰りの状況に

10

15

ついての正確かつ詳細な内容が明らかになる。

サ資金収支計算書及び消費収支計算書については，適当な小科目を追加した

り細分化したりすること及び中科目を設けることが可能であるが， これらが

公開された場合には，上記の経営上のノウハウや，経営に係る事項について

の正確かつ詳細な内容が明らかになる。さらに，学校法人が重要な取引先や

寄付者の名称を冠した小科目を設けている場合，運営上重点を置いて管理し

ている情報が明らかになる。

シ資金収支計算書及び消費収支計算書の注記は，前述した小科目等の具体的

な内容に関する情報である。

ス貸借対照表の大科目である「固定資産」の科目名下に置かれている小科目

の科目名及び金額が公開された場合，当該学校法人が保有する施設の状況や

20
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新たな施設整備計画の有無，有価証券投資の有無，収益事業に対する出資の

有無，基本金の引当て状況といった情報が明らかになり， 当該学校法人がど

のような経営方針に基づいて，施設整備や備品の更新にどの程度の支出を

行っているか，新たな施設整備を行っているか， どのような資産運用を行っ

ているかといった経営上のノウハウが明らかになる。5

●

また，貸借対照表の大科目である「固定資産」の科目名下に置かれている

「有形固定資産」及び「その他の固定資産」の中科目の金額が公開された場

合，その増減や規模などの情報によって，前述のような小科目に関する情報

を推認させることになると共に，財務分析によって当該経営についての正確

かつ詳細な判断が可能となる。

セ貸借対照表の大科目である「流動資産」の科目名下に置かれている小科目

の科目名及び金額が公開された場合，当該学校法人がその保有資産を短期貸

付金としたり，有価証券に投資したりするなどしてどのように運用している

10

かといった取引状況が明らかになる。

ソ貸借対照表の大科目である「固定負債」及び「流動負債」の科目名下に置

かれている小科目の科目名及び金額が公開された場合，当該学校法人の資金

繰り，退職金債務，学校債の額等が明らかになり，財務分析による経営判断

15

の正確かつ詳細な内容が明らかになる。

夕貸借対照表の基本金の部に置かれている各基本金の科目名及び金額が公

開された場合，当該学校法人が各基本金についてどの程度の金額を有してい

るのかが明らかとなり，財務分析によって当該経営についての正確かつ詳細

20

な判断が可能となる。

チ貸借対照表の注記は，学校法人会計基準34条に従って記載され，そこに

は学校法人の財政及び経営の状況を正確に判断するために必要な事項が記

載されており，小科目よりもさらに詳細な情報となっている。

なお，原告は，本件学校法人の貸借対照表の注記のうち， 「関連当事者との

25
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取引」 という標題の下に記載された情報は，株式会社ダイバーシティメディ

アの株主総会において報告された情報と同様の内容であり，開示することに

よって本件学校法人の正当な利益を害するおそれはないと主張するが，仮に

そのとおりであっても， 同情報は，同社の株主に対して報告されたもので

あって，広く一般に公開された情報ではないし，高等学校を設置する学校法

人の貸付けを開示すると， 当該学校法人の資産運用の実態が明らかになり，

他の高等学校の関係者が知ることによって当該学校法人の競争力が損なわ

れることにつながる。

そして，私立学校法において，利益相反行為に関する学校法人の利益を担

保する規定が定められていることからすれば,利益相反行為に該当する行為

が記載されている可能性があるからといって，当該情報を公開すべきである

5

10

とはいえない。

(3) 原告は平成16年に改正された私立学校法が，財務会計書類を利害関係人

の閲覧に供すべきことを定めているのは，学校法人の情報公開を一層促進させ

ることを目的とするものであり,多額の補助金の交付を受けている学校法人が

地方公共団体に届け出た財務会計書類は最大限開示されるべき情報であるか

ら，不開示情報とされるのは，開示により当該学校法人の利益を具体的かつ明

白に害するおそれがある場合に限られ，また， 当該財務会計書類の小科目にわ

たる詳細な情報を開示している学校法人も存在しており，これによってその競

争上の地位が害されるといった事態が発生したこともないから，上記情報を開

示することによって当該学校法人の経営方針や経営方法の詳細が判明するこ

とはないなどと主張する。

しかしながら，平成16年の改正後の私立学校法においても，何らの利害関

係を有しない第三者には，学校法人の財務会計書類の閲覧は認められておらず，

また，利害関係のある者からの閲覧請求であっても，正当な理由がある場合に

は当該学校法人はこれを拒むことができるとされており，学校法人の財務会計
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「
『

書類が当該学校法人の内部情報であるという前提に変わりはない。また，私立

学校法の平成16年の改正によって，補助金を受けていることを理由に， より

情報公開が求められるようになったと解することはできない。さらに，本件条

例では，不開示情報に当たるといい得るためには，その情報を開示することに

よって，当該法人等の運営に支障が生ずる具体的かつ明白なおそれがあるとい

えなければならないとはされていない。そうすると，本件条例6条1項3号イ

の要件を当該法人等の運営に支障が生ずる具体的かつ明白なおそれがある場

合に限定して解すべきであるとはいえない。

また，大学を設置する全ての学校法人等が当該学校法人の財務会計書類の詳

細な部分をホームページ上で公開しているわけではなく，本件学校法人が設置

している高等学校は，大学等と比べて小規模であって，大学等よりも財務会計

書類に記載された内容によって経営方法が明らかになりやすい。 したがって，

大学を設置する学校法人等の一部が財務会計書類の詳細な部分まで一般に公

開していることをもって，高等学校を設置する学校法人の財務会計書類の公開

によって当該学校法人の競争力が損なわれるおそれがあることを否定するこ

とはできない。

(4) したがって，本件不開示部分に記録された情報は，本件条例6条1項3号イ

に該当する。

(原告の主張）

(1)ア本件条例は，県民の県政に関する情報を知る権利を保障することによって，

県民が行政を監視する権能を保障するという意義を有するから，本件条例に

おける不開示情報の定めは，上記権利等の保障の意義を損なうものであって

はならない。

イ私立学校法の目的及びその規定ぶりからすれば，私立学校については， 自

主性を尊重すると共に，公共性にも十分配盧する必要がある。

また，私立学校法の平成16年の改正は，私立学校に公共性があることに
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鑑みて，財務情報の開示請求権者及び開示対象書類の範囲を拡大し，学校法

人の情報公開を一層促進させることを主な目的とするものであるところ，多

額の補助金を受けている私立学校に関しては，補助を受けていない私立学校

よりもより一層の情報公開が求められるようになったものというべきであ

る。さらに，文部科学省が発表している学校法人の財務情報の公開に関する

考え方は，学校法人の公共的性格や説明責任から，財務情報の公開を促して

いる。

ウそうすると，地方公共団体から補助金を受けている私立学校が， 当該地方

公共団体に届け出た計算書類は，原則として，最大限開示されるべき情報で

あるから，そのような計算書類を不開示とし得るのは, これを開示すること

によって，当該学校法人の利益を具体的かつ明白に害するおそれがある場合

5

10

でなければならない。

仮に， 当該学校法人の財務会計書類の大科目だけではなく，小科目までを

も検討しなければ，当該学校法人の経営方法等が容易に判明するとは言い難

いとしても，そうであるからといって，小科目を検討すれば，経営方法等が

容易に判明するということにはならない。

(2) 本件不開示部分は，私立学校法において閲覧対象とされている財務会計書類

の一部であるから，開示されることによって学校法人を害する情報などはない。

また，本件学校法人と同様に高等学校を設置する学校法人の中には，資金収

支計算書，事業活動収支計算書及び貸借対照表の小科目の情報をも一般に公開

している学校法人が存在しているところ，当該学校法人が上記情報を公開して

いることによって，その競争上の地位が害されるといった事態が発生したこと

はないのであjって，上記情報を公開することによって， 当該学校法人の経営方

針や経営方法の詳細が判明することはない。

さらに，本件不開示部分には，貸借対照表の注記のうち「関連当事者との取

引」 との標題の下に記載された内容が含まれている。平成27年度の貸借対照
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表の「関連当事者との取引」欄には，本件学校法人が株式会社ダイバーシテイ

メデイアに貸し付けた短期貸付金3000万円が計上されていると思われる

ところ，同情報は，既に，同社の株主総会において報告されている情報である

から，開示することによって当該学校法人の正当な利益を害するおそれはない。

また，私立学校が行う第三者への貸付けは，私立学校の本来の事業とは関係の5

⑤

ないものであるから，学校経営上の秘密やノウハウなどにあたることはない。

多額の補助を受けていることや，上記貸付金に係る貸付けが利益相反行為に当

たる可能性があることなどにも鑑みれば，上記情報は保護すべき情報には当た

らない。

以上のとおり，本件不開示部分を開示することによって，本件学校法人の競

争上の地位，財産権その他正当な利益が害される具体的かつ明白なおそれはな

10

い。

３
１

第 当裁判所の判断

認定事実

前記前提事実に加え，後掲の証拠及び弁論の全趣旨によると，以下の事実を認15

めることができる。

(1) 文部科学省高等教育局私学部参事官は，文部科学大臣が所轄する各学校法人

の理事長に対し，平成29年2月24日付け及び平成30年2月28日付けで，

学校法人の財務情報等の公開に関して，学校法人が公共性の高い法人としての

説明責任を果たし，在学生や保護者等の理解と協力を一層得られるようにする

という観点から，私立学校法により，関係者に対し財産目録等の財務会計書類

を閲覧に供することが義務付けられていること，私立学校法の規定は，最低限

の内容を規定したものであること，各学校法人においては，法律に規定する内

容に加え，それぞれの実状に応じ， より積極的な対応を執ることが期待されて

いること，文部科学省としては，学校法人のホームページなどを活用して一般

20

25

に広く情報提供を行うよう積極的な取組をお願いしていることなどを通知し

14
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た（甲9， 14)。

（2） 大学を設置している学校法人（一部除く。）及びこれら学校法人以外で短期

大学又は高等専門学校を設置している学校法人（以下， これらを併せて「大学

法人等」 という。）の合計663法人の貸借対照表や収支計算書等による財務

情報の公開状況は，平成28年10月1日時点において，以下のとおりである

（甲9)。

ア貸借対照表又はその概要を大学法人等のホームページ上に掲載している

大学法人等約99． 8%

イ貸借対照表の小科目まで大学法人等のホームページ上に掲載している大

学法人等約53． 8％

ウ貸借対照表の注記事項も大学法人等のホームページ上で公開している大

学法人等約29． 6％

エ資金収支計算書又はその概要を大学法人等のホームページ上に掲載して

いる大学法人等約99． 5％

オ資金収支計算書の小科目まで大学法人等のホームページ上に掲載してい

る大学法人等約37． 6％

力事業活動収支計算書又はその概要を大学法人等のホームページ上に掲載

している大学法人等約99． 8％

キ事業活動収支計算書の小科目まで大学法人等のホームページ上に掲載し

ている大学法人等約38． 2％

（3） 高等学校を設置する学校法人の中には，資金収支計算書，事業活動収支計算

書（学校法人会計基準の改正後の用語であり，学校法人会計基準では消費収支

計算書とされていたものに概ね対応するものである｡)，貸借対照表の小科目ま

で当該学校法人のホームページ上に掲載している学校法人がある（甲11の1

ないし13の4)。

2争点に対する判断
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(1) 学校法人が作成する財務会計書類に記載される情報は，当該学校法人の内部

情報であるところ，国や都道府県から補助金を受ける学校法人は，学校法人会

計基準に従い，平成26年度（都道府県知事を所轄庁とする学校法人にあって

は平成27年度）までは，資金収支計算書，消費収支計算書貸借対照表等の

財務会計書類を作成することとされていた（私立学校振興助成法14条1項，

学校法人会計基準1条1項， 4条)。そうすると，これらの財務会計書類には，

学校法人会計基準の別表1ないし3に記載されているような小科目及び注記

が記載され，場合によっては,当該学校法人によって適当な小科目が追加又は

細分化して記載されていたり，大科目と小科目の間に中科目が追加されていた

りするものといえる。

前記前提事実のとおり，本件学校法人の平成24年度から平成27年度まで

の財務会計書類のうち，資金収支計算書には，大科目として，学生生徒等納付

金収入，手数料収入，寄付金収入，補助金収入，資産運用収入，事業収入，雑

収入，前受金収入，その他の収入，資金収入調整勘定，前年度繰越支払資金，

人件費支出，教育研究経費支出,管理経費支出，施設関係支出,設備関係支出，

資産運用支出，その他の支出，予備費，資金支出調整勘定，次年度繰越支払資

金という科目が，消費収支計算書には，大科目として，学生生徒等納付金，手

数料，寄付金，補助金，資産運用収入，事業収入，雑収入，基本金組入額，人

件費，教育研究経費，管理経費，資産処分差額，予備費,当年度消費収入超過

額，前年度繰越消費支出超過額，翌年度繰越消費支出超過額という科目が，貸

借対照表には，大科目として，少なくとも，固定資産，流動資産，固定負債，

流動負債，翌年度繰越消費支出超過額という科目がそれぞれ記載されると共に，

注記の標題等も記載されているから，上記の各財務会計書類は学校法人会計基

準に従って作成されているといえ，そうすると，本件不開示部分には，学校法

人会計基準において上記大科目（ただし，補助金収入及び補助金を除く。）に対

応するものとして示されている小科目の科目名及びその額並びに注記の内容

5

10

15

20

25

16



● ● ●

● ● ● ●●

● ● ● ● ● ● ●

● ●
● ●

● ● ●
● ● ●

●
● ●

● ● ●

等が記載されているものと認められる。

そして，学校法人会計基準において示されている小科目は，資金収支計算書

の学生生徒等納付金収入及び消費収支計算書の学生生徒等納付金について，授

業料収入，入学金収入，実験実習料収入，施設設備資金収入など，資金収支計

算書の手数料収入及び消費収支計算書の手数料について，入学検定料収入，試

験料収入，証明手数料収入など，資金収支計算書の寄付金収入及び消費収支計

算書の寄付金について，特別寄付金（用途指定のある寄付金）収入，一般寄付

金（用途指定のない寄付金）収入など，資金収支計算書及び消費収支計算書の

資産運用収入について，奨学基金運用収入，受取利息･配当金収入，施設設備利

用料収入など，資金収支計算書及び消費収支計算書の事業収入について，補助

活動収入，附属事業収入，受託事業収入，収益事業収入など，資金収支計算書

の人件費支出及び消費収支計算書の人件費について，教員人件費支出，職員人

件費支出，役員報酬支出，退職金支出など，資金収支計算書の教育研究経費支

出及び消費収支計算書の教育研究経費について,消耗品費支出,光熱水費支出，

旅費交通費支出，奨学費支出など，資金収支計算書の管理経費支出及び消費収

支計算書の管理経費について，消耗品費支出，光熱水費支出，旅費交通費支出

など，資金収支計算書の施設関係支出について，土地支出,建物支出など，資

金収支計算書の設備関係支出について，教育研究用機器備品支出，図書支出，

車両支出など，資金収支計算書の資産運用支出について，有価証券購入支出，

収益事業元入金支出など，貸借対照表の固定資産について，土地，建物，構築

物，教育研究用機器備品，図書車両，借地権，施設利用権有価証券，収益

事業元入金，長期貸付金など，流動資産について，現金預金，未収入金，貯蔵

品，短期貸付金，有価証券など，固定負債について，長期借入金，学校債，退

職給与引当金など，流動負債について，短期借入金，手形債務，未払金，預り

金など，基本金について，第1号から第4号までの基本金などであるから，本

ず

5

10

15

20

25

件不開示部分には， これらの小科目に係る額並びに注記の内容等が記載されて
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いるものと認められる。

以上によれば,上記の小科目は,かなり詳細に区分されているものであって，

場合によってはさらに細分化された科目が設けられている可能性もあり，また，

同じような学校法人を経営する者にとっては，上記の各小科目に係る額を把握

することにより，その収支の実情について，ある程度推察することも可能であ5

るといい得るから，これらの各小科目に係る額及びこれを説明した注記の内容

を検討ずると，本件学校法人が, どのような費目に重点を置いて経営している

のかなどについて，大科目のみでは判明しないような詳細な財務状況が判明す

ることになり， これについて専門的な財務分析を試みれば，本件学校法人の経

営方針や経営上のノウハウが一定程度は解明され得ると認められる。

そうすると，本件不開示部分が開示された場合，本件学校法人と競合する他

の学校法人等が，本件学校法人の経営上のノウハウ等を解明し，対抗策を打ち

出したり，模倣したりするなどして，本件学校法人の競争上の地位を害するな

ど，本件学校法人の正当な利益が害される相当程度の蓋然性が認められる。本

件条例6条1項3号イは,法人に関する情報であって，開示をすることにより，

当該法人の競争上の地位，財産権その他正当な利益を害するおそれがある情報

を不開示情報として定めているのであるから，本件不開示部分に記録された情

報は，かかる不開示情報に該当するというべきである。

(2) 私立学校法47条の収支計算書とは，学校法人会計基準の改正までは，資金

収支計算書及び消費収支計算書を指していたと考えられるから，同条は，資金

収支計算書，消費収支計算書及び貸借対照表について，大科目などに限定する

ことなく，利害関係人に対して閲覧に供することを義務付けていたが，利害関

係を有しない者に対してまで請求に応じて閲覧させることを求めていたもの

ではない。そうすると，同条は，学校法人が作成した財務会計書類を広く公開

すべきであるとすることの法的な根拠になるものではない。

また，前記関連法令等の定めのとおり，補助金の交付を受ける学校法人は，

10

15

20

25
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所轄庁に対して作成した財務会計書類を提出する義務などを負うとはいえ，こ

れらの財務会計書類は，所轄庁が行う監督のために供されるものと解され， 当

然に公開されることを前提として作成されるものではないから，補助金の交付

を受けていることをもって財務会計書類を開示すべきであるとはいえない。

さらに，学校法人が設置する私立学校には一定の公共性もあるから，そのよ

うな私立学校を設置する学校法人は財務会計書類などによって財務情報を公

開することが望ましいといえるとしても，前記のとおり，全ての財務情報を公

開すべきであるとまではいえない。

そうすると,本件条例の不開示情報に当たるといえるのは， これを開示する

ことによって，当該学校法人の利益を具体的かつ明白に害するおそれがある場

合に限られると解することはできない。

(3) 次に，私立学校法47条が利害関係人に対する財務会計書類の閲覧を義務付

けたのは，利害関係人の閲覧による利益と，当該学校法人が閲覧させることに

よって被る不利益とを比較衡量した上での判断であると解されるから，同条が

設けられたからといって，資金収支計算書消費収支計算書及び貸借対照表の

大科目よりも詳細な部分を公開しても本件学校法人の経営方針や経営上のノ

5

心

10

15

ウハウが解明されないという理由にはならない。

また，前記認定事実のとおり，大学法人等であっても，貸借対照表の小科目

までを一般に公開しているのは6割にも満たず，貸借対照表の注記事項につい

ては， これを公開しているのは約3割にとどまっているし，資金収支計算書の

小科目を公開しているのは約4割にとどまっている。このように，相当程度の

割合の大学法人等が財務会計書類の詳細な部分を一般に公開していないとこ

ろ， これらの大学法人等は,財務会計書類中の上記の詳細な部分が解析される

ことによって，競争上の地位が害されるおそれがあると判断している可能性が

ある。一方で，財務会計書類などの財務情報を公開している大学法人等は，そ

の経営方針等を解明されることによる不利益よりも，情報を積極的に公開する

20

25
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という姿勢を示すことによって得られる禾ll益を優先させるという経営上の判

断をしている可能性もある。そうすると，前記認定事実のとおり，高等学校を

設置する学校法人の一部が， 当該学校法人のホームページ上で，財務会計耆類

の詳細な部分も含めて公開しているからといって，本件不開示部分が公開され

ても本件学校法人の経営方針や経営上のノウハウが解明され，競合する学校法

人が対抗策を講ずるといった事態が生じないということはできない。

(4) 原告は，本件不開示部分のうち，本件学校法人が株式会社ダイバーシテイメ

デイアに対してした短期貸付金3000万円に関する記載部分について，同社

の株主総会において報告されている情報であることや，私立学校が行う第三者

への貸付けは，私立学校の本来の事業とは関係のないものであることなどから，

不開示は許されないとも主張する。

しかし，株主総会に上程された情報が， 当然に一般に公開されるべき性質の

情報であるとはいえないから，本件学校法人とは異なる法人である上記会社の

株主総会で明らかになったことが，当該情報が公開されることによって本件学

校法人の正当な利益を害するおそれがある情報であるか否かの判断に影響を

与えるものとはいえない。

また，第三者に対する貸付金は，学校法人の経営方針やノウハウに含まれ得

るものであるといえるから，貸付金であるからといって，その情報が公開され

ても本件学校法人の正当な利益を害するおそれがないとはいえない｡

(5) 以上によれば，処分行政庁による本件処分は，適法である。

萱

5

猛

10

15

20

第4結論

よって，原告の請求は理由がないからこれを棄却することとし，主文のとおり

判決する。

山形地方裁判所民事部25
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貝原信之裁判長裁判官

5

日高真悟
凸

裁判官

裁判官菅原光祥は，転補のため，署名押印することができない。10

貝原信之裁判長裁判官
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別紙1

文書目録兼非開示部分一覧表

殉

22

No 文書の件名 非開示部分

1

学校法人東海山形学園の平成24

年度資金収支計算書

a 大科目より詳細な科目に係る科目名

及び金額（補助金収入を除く）

b 予備費の使用額の内訳

C 科目間の流用の使用額内訳

2 学校法人東海山形学園の平成25

年度資金収支計算書

同上

3 学校法人東海山形学園の平成26

年度資金収支計算書

同上

4 学校法人東海山形学園の平成27

年度資金収支計算書

同上

5 学校法人東海山形学園の平成24

年度消費収支計算書

a 大科目より詳細な科目に係る科目名

及び金額（補助金収入を除く）

b 予備費の使用額の内訳

C 科目間の流用の使用額内訳

6 学校法人東海山形学園の平成25

年度消費収支計算書

同上

7 学校法人東海山形学園の平成2

6年度消費収支計算書

a 大科目より詳細な科目に係る科目名

及び金額（補助金収入を除く）

b 予備費の使用額の内訳

C 科目間の流用の使用額内訳

8 学校法人東海山形学園の平成2

7年度消費収支計算書

同上
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No. 文書の件名 非開示部分

9 学校法人東海山形学園の平成24

年度貸借対照表

毎 ●

｢貸借対照表」のうち,大科目より詳

細な科目に係る科目名及び金額

a

｢貸借対照表の注記」のうち フ

｢引当金の計上基準」の内容

b 「その他の重要な会計方針」の内容

C ｢重要な会計方針の変更等」の内容

d 「減価償却額の累計額の合計額」の

e
（

金額

｢徴収不能引当の合計額」の金額

f 「担保に供されている資産の種類及

び額」の内容及び金額

g 「所有権移転外ファイナンス・ リ

ス取引」の内容及び額

､

h 「関連当事者との取引」の内容及び

額

10 学校法人東海山形学園の平成25

年度貸借対照表

同上

11 学校法人東海山形学園の平成26

年度貸借対照表

同上

12 学校法人東海山形学園の平成27

年度貸借対照表

同上
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別紙2

1 私立学校法

47条1項学校法人は，毎会計年度終了後2月以内に財産目録，貸借対照表，収

支計算書及び事業報告書を作成しなければならない。

47条2項学校法人は，前項の書類（中略）を各事務所に備えて置き， 当該学校

法人の設置する私立学校に在学する者その他の利害関係人から請求があった

ザ

5

~

場合には，正当な理由がある場合を除いて， これを閲覧に供しなければならな

い。

2私立学校振興助成法

9条都道府県が，その区域内にある（中略）高等学校（中略）を設置する学校法

人に対し，当該学校における教育に係る経常的経費について補助する場合には，

国は，都道府県に対し，政令で定めるところにより，その一部を補助すること

ができる｡

12条所轄庁は， この法律の規定により助成を受ける学校法人に対して，次の各

号に掲げる権限を有する。

一助成に関し必要があると認める場合において，当該学校法人からその業

務若しくは会計の状況に関し報告を徴し，又は当該職員に当該学校法人の

関係者に対し質問させ，若しくはその帳簿，書類その他の物件を検査させ

ること。

（以下省略）

14条1項4条1項又は9条に規定する補助金の交付を受ける学校法人は，文部

科学大臣の定める基準に従い，会計処理を行い，貸借対照表，収支計算書そ

の他の財務計算に関する書類を作成しなければならない。

14条2項前項に規定する学校法人は，同項の書類のほか，収支予算書を所轄庁

に届け出なければならない。

14条3項省略

10

15

20

25
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3学校法人会計基準

1条1項私立学校振興助成法（中略） 14条1項に規定する学校法人（(中略）以

下第6章を除き「学校法人」 という｡）は， この省令で定めるところに従い，会

計処理を行い，財務計算に関する書類（以下「計算書類」という｡）を作成しな
盃

ければならない。5

1条2項省略

4条学校法人が作成しなければならない計算書類は，次に掲げるものとする。

一資金収支計算書及びこれに附属する次に掲げる内訳表

イ資金収支内訳表

ロ人件費支出内訳表

二消費収支計算書及びこれに附属する消費収支内訳表

三貸借対照表及びこれに附属する次に掲げる明細表

イ固定資産明細表

ロ借入金明細表

ハ基本金明細表

10条資金収支計算書に記載する科目は,別表第1のとおりとする。

19条消費収支計算書に記載する科目は，別表第2のとおりとする。

SO条1項学校法人は，次に掲げる金額に相当する金額を，基本金に組み入れる

ものとする｡

‐ ’二省略

三基金として継続的に保持し，かつ，運用する金銭その他の資産の額

四省略

SO条2項, 3項省略

33条貸借対照表に記載する科目は，別表第3のとおりとする。

34条1項引当金の計上基準その他の計算書類の作成に関する重要な会計方針

については， 当該事項を脚注（注記事項を計算書類の末尾に記載することをい

10

15

20

25
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う。以下この条において同じ｡） として記載するものとする。

34条2項重要な会計方針を変更したときは，その旨，その理由及びその変更に

よる増減額を脚注として記載するものとする。

34条3項減価償却資産については，当該減価償却資産に係る減価償却額の累計

額を控除した残額を記載し，減価償却額の累計額の合計額を脚注として記載す

るものとする。ただし，必要がある場合には， 当該減価償却資産の属する科目

ごとに，減価償却額の累計額を控除する形式で記載することができる。

34条4項金銭債権については，徴収不能引当金の額を控除した残額を記載し，

徴収不能引当金の合計額を脚注として記載するものとする。ただし，必要があ

る場合には， 当該金銭債権の属する科目ごとに，徴収不能引当金の額を控除す

る形式で記載することができる。

34条5項担保に供されている資産については，その種類及び額を脚注として記

載するものとする。

34条6項翌会計年度以後の会計年度において基本金への組入れを行うことと

なる金額については， 当該金額を脚注として記載するものとする。

34条7項前各項に規定するもののほか，財政及び経営の状況を正確に判断する

ために必要な事項については， 当該事項を脚注として記載するものとする。

別表第1 別紙3のとおり

別表第2別紙4のとおり

別表第3別紙5のとおり

4 山形県情報公開条例（乙1）

1条この条例は，地方自治の本旨にのっとり，県民の県政に関する情報の公開を

請求する権利につき定めることにより，県政について県民に説明する責務が全

うされるようにするとともに，県民の県政に対する適正な評価の確保及び参加

の促進を図り， もって県民の県政に対する理解と信頼を深め，及び県勢の発展

に寄与することを目的とする。
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2条この条例において，次の各号に掲げる用語の意義は，当該各号に定めるとこ

ろによる。

一実施機関知事（中略）をいう。

二実施機関の職員省略

三公文書実施機関の職員が職務上作成し，又は取得した文書，図面，写

真（中略）であって，実施機関の職員が組織的に用いるものと

して実施機関が保有しているものをいう。ただし，次に掲げる

ものを除く。

イ一般に入手することができるもの（以下省略）

ロ省略

四開示省略

4条1項何人も， この条例の定めるところにより，実施機関に対し，公文書の開

示を請求することができる。

4条2項， 3項省略

5条1項実施機関は，開示請求があった場合は，開示請求者に対し， 当該開示請

求に係る公文書の開示をしなければならない。

5条2項前項の規定にかかわらず，開示請求に係る公文書に不開示情報が記録さ

れている場合は，実施機関は， 当該公文書の開示をしてはならない。

5条3項開示請求に係る公文書の一部に不開示情報が記録されている場合にお

いて，当該不開示情報が記録されている部分（以下「不開示部分」という｡）が

当該不開示部分を除いた部分（以下「開示部分」という。）と容易に区分するこ

とができるときは,前項の規定にかかわらず,実施機関は,開示請求者に対し，

当該開示部分の開示をしなければならない。 （以下省略）

5条4項省略

6条1項前条に規定する不開示情報は，次に掲げる情報とする。

，二省略

式

5

毎

堅

10

15

20

25
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三法人その他の団体（国，独立行政法人等，地方公共団体及び地方独立行

政法人を除く。以下「法人等」 という｡）に関する情報（中略）であって，

次に掲げるもの。ただし， 当該法人等（中略）の事業活動によって生ずる

人の生命，身体若しくは健康への危害又は財産若しくは生活への侵害から

人の生命等を保護するため，開示をすることがより必要であると認められ

る情報を除く。

イ開示をすることにより， 当該法人等（中略）の競争上の地位，財産権

その他正当な利益を害するおそれがある情報

ロ省略

四ないし七省略

6条2項省略

夢

5

具

10

5 山形県情報公開条例の趣旨及び解釈（抜粋） （乙2）

本件条例6条1項3号イに該当すると考えられる場合とその具体的な例

（1） 法人等（中略）の保有する生産技術上又は販売上の情報などで，開示すること

により， 当該法人等（中略）の事業活動が不当に損なわれるおそれがある場合

（2） 経営方針，経理，人事等の事業活動を行う上での内部管理に属する事項に関す

る情報であって，開示することにより，法人等（中略）の事業運営が不当に損な

われるおそれがある場合

（3） 法人等（中略）の名誉，社会的評価，社会的活動の自由等が不当に損なわれる

おそれがある場合

15

20

刀

以上
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別表第1 資金収支計算書記載科目 （第10条関係）
－－

収入の部
－－

科
■

■

■

術 考
小 科 目大 科 目

学生生徒等納付金収入
一一ﾛ

一
学
梗
法
人
〈
垂
計
一

授.業料 ､収入

入・ 学金収入

実験実習料収入

施設設備資金収入

聴講料、補講料等を含む。

苧

教員資格その他の資格を取得するための実習料を含む。

施設拡充費その他施設・設備の拡充等のための資金として徴収する
収入をいう。、

公

手 数料収入

学検

験

明手

定
料
数

料収

収

料収

入
入
・
入

その会計年度に実施する入学式験のために徴収する収入をいう。

編入学、追試験等のために徴収する収入をいう。

在学証明、成績証明等の証明のために徴収する収入をいう。

土地、建物等の現物寄付金を除く。

用途指定のある寄付金をいう。

用途指定のない寄付金をいう。

入
・
試
証

ｌ
げ
７
口
‐
０
．
餌
４
Ｆ
１

寄 付金収入

特別，寄付金収入

一般寄付金収入

ａ
『
岡
川

補助金収入

資産運用収入

1

国庫補助.金収入 日本私学振興財団からの補助金を含む。

地方公共団体補助金収入

I
■

も

奨学基金運用収入

受取利息・配当金収入

奨学基金の運用により生ずる収入をいう。

預金、貸付金等の利息、株式の配当金等をいい、奨学基金運用収入

を除く。

施設設備利用料収入

！
固定資産に含まれない物品の売却収入を除く。資産売却収入

不動産売却収入

有価証券売却収入

事 業 収 入

食堂、売店、寄宿舎等教育活動に付随する活動に係る事業の収入を

いう。

附属機関（病院､､農場、研究所等）の事業の収入をいう。

外部から委託を受けた試験、研究等による収入をいう。

収益事業会計からの繰入収入をいう。

固定資産に含まれない物品の売却収入その他学校法人に帰属する上

記の各収入以外の収入をいう。

補助活動収入

事
事
事

業
・
業
業

収
収
収

属
託
益

入
入
入

附
受
収

雑 収 ． 入

廃品売却．収入

借入金等収入
｡

その期限が貸借対照表日後1年を超えて到来するものをいう。

その期限が貸借対照表日後1年以内に到来するものをいう。

金収

金収

収

長期借

短期借

学校

入
入
債

入
入
入

翌年度入学の学生、生徒等に係る学生生徒等納付金収入その他の前
受金収入をいう。 ‐ ．

前 受 金 収入

授業料前受金収入

入学金前受金収入

実験実習料前受金収入

施設設備資金前受金収入’ ’

■皇
29



● ● ●

● ● ● ●●

｡ ● ● ● ● ● ●

● ●
、 ●

● ● ●
● C Q

● ● ●

● ● 0

１
和
■
０
画
，

■
坐
睡
酔
蒔

2学校法人会計／学校法人会計基準
一

一

¥＄ 上記の各収入以外の収入をいう。

(何）引当特定預金から

の繰入収入

前期末未収入金収入前会計年度末における未収入金の当該会計年度における収入をいう。

貸付金回収収入

預り金受入収入

その他の収入

一
学
校
法
人
会
計
一

；
支出の部

凸
毎

一

科
■
輯
里

備 考
大 科 目 小 科 目宰停

人件費 支 出

教員人件費支出教員（学長、校長又は園長を含む。以下同じ｡）に支給する本俸、

期末手当及びその他の手当並びに所定福利費をいう。

職員人件費支出教員以外の職員に支給する本俸、期末手当及びその他の手当並びに

所定福利費をいう。

役員報酬支出理事及び監事に支払う報酬をいう。 、

退職金支出

教育研究経費支出 教育研究のために支出する経費（学生、生徒等を募集するために支

出する経費を除く。）をいう。 ．

消耗品費支出

光熱水費支出電気、ガス又は水の供給を受けるために支出する経費をいう。

旅費交通費支出

奨学費支出貸与の奨学金を除く。

管理経費支出

消耗品費支出

光熱 ．水費支出
ノ

旅費交通費支出

借入･金等利息支出借入金利息支出

，学校債利息支出
‘

借入金等返済支出

借入金返済支出

学校債返済支出

施設関係支出 ： 整地費、周旋料等の施設の取得に伴う支出を含む。

土 地 支 出

建 物 支 出建物に附属する電気､ ,給排水、暖房等の設備のための支出を含む。

構築物支出プール、競技場、庭園等の土木設備又は工作物のための支出をいう。
8 口

建設仮勘定支出建物及び構築物が完成するまでの支出をいう。

設備関係支出

一教育研究用機器備品支出標本及び模型の取得のための支出を含む。

その他の機器備品支出 、 》

図 書 支 出

一 車 両 支 出

:ル

鼠

11
､

l1ゆ

羽
､

§
到墨
Z

鯉
醗
瞳
鈴
蕊
藤
・
軸
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鞭資産運 ・用支出

有価証券購入支出

（何）引当特定預金への

繰入支出

’ 収益事業元入金支出収益事業に対する元入額の支出をいう。

第3号基本金引当資産支出

その他の支出

貸付金支払支出収益事業に対する貸付金の支出を含む。

手形債務支払支出

前期末未払金支払支出
ロ

、預り金支払支出

前払金支払支出
一一一一一一一

（注) 1 小科目については、適当な科目を追加し、又は細分することができる。

2 小科目に追加する科目は、形態分類による科目でなければならない。ただし、形態分類によることが困難であり、
かつ、金額がきん少なものについては、 この限りでない。

3 大科目と小科目の間に適当な中科目を設けることができる。
－4唾

4都道府県知事を所轄庁とする学校法人にあっては、教育研究経費支出の科目及び管理経費支出の科目に代えて、

経費支出の科目を設けることができる。

5都道府県知事を所轄庁とする学校法人にあっては、教育研究用機器備品支出の科目及びその他の機器備品支出

の科目に代えて、機器備品支出の科目を設けることができる。

1

1

1

一
学
校
法
人
会
計
一

刺

I

F

み

く
卸

F

1

1

I
卜
…
品

ｊ
１
Ｌ
９

口

「
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2学校法人会計／学校法人会計基準
＝

別表第2消費収支計算書記載科目 （第19条関係）

消費収入の部

科 目
備 考

小 科 目大 科 ， 目

学生生徒等納付金

陪業

学

験実習

設設備資

料
金
料
金

聴講料、補講料等を含む。授
入
実
施

辞

教員資格その他の資格を取得するための実習料を含む。

施設拡充費その他施設・設備の拡充等のための資金として徴収する

収入をいう。 ．岳

料
科

手 ，数 料

定 その会計年度に実施する入学試験のために徴収する収入をいう。

編入学、追試験等のために徴収する収入をいう。

在学証明､ ､成績証明等の証明のために徴収する収入をいう。

学 検
験
手

入
試
証 明 数料

寄 付 金

金
金
金

用途指定のある寄付金をいう。

用途指定のない寄付金をいう。

土地、建物等の受贈額をいう。

特
・
一
現

付
付
付

別
般
物

寄
寄
寄

灯
ｊ
ｌ
ｑ
ｐ
．
０
．
．
４
ｆ
０
・
Ｉ
Ｆ
Ｌ
ｏ
ｏ
分
且
ｃ
Ｄ
７
ｌ
Ｆ
ｌ
Ｒ
全
ｌ
１
ｌ
９
Ｇ
０
ｂ
４
■
唖
沮
，
４
４
日
回
び
。
Ｆ
今
内
０
‐
・
９
㎡
０

補 助 金

国 庫 補 助 金

地方公共団体補助金

日本私立学校振興・共済事業団からの補助金を含む。

資産運用収入

奨学基金運用収入

受取利息・ 配当金

奨学基金の運用により生ずる収入をいう。

預金、貸付金等の利息、株式の配当金等をいい、奨学基金運用収入

を除く。
1
施設設備利用料

資産売却収入が当該資産の帳簿残高を超える場合のその超過額をい
、

フ。

資産売却差額
則

事 業 収 入

補助活動収入 食堂、売店、寄宿舎等教育活動に付随する活動に係る事業の収入を

いう。

附属機関（病院、農場、研究所等）の事業の収入をいう。

外部から委託を受けた試験、研究等による収入をいう。

収益事業会計からの繰入収入をいう。

固定資産に含まれない物品の売却収入その他学校法人に帰属する上

記の各収入以外の収入をいう。

売却する物品に帳簿残高がある場合には、売却収入が帳簿残高を超

える額をいう。

事
事
事

業
業
業

収
収
収

入
入
入

属
託
益

附
受
収

雑 収 入

廃品売却収入

｡

1卜

】
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支出の部

考備

人 件． 費

一
学
校
法
人
会
計
一

教員（学長、校長又は園長を含む。以下同じ｡）

期末手当及びその他の手当並びに所定福利費をい
■ ●

教員以外の職員に支給する本俸、期末手当及びそ

所定福利費をいう。

理事及び監事に支払う報酬をいう。

型

退職給与引当金への繰入れを行っていない場合には、当該会計年度
における退職金支払額を退職金として記載するものとする。

身

教育研究のために支出する経費（学生、生徒等を募集するために支
出する経費を除く｡）をいう。

教・育研究経費

電気、ガス又は水の供給を受けるために支出する経費をいう。

貸与の奨学金を除く。
J

教育研究用減価償却資産に係る当該会計年度分の減価償却額をいう。

管 理 経 費

ａ
ｌ
ｌ
ｉ
６
ｌ
■
■
守
り
１

教育研究用減価償却資産以外の減価償却資産に係る当該会計年度分

の減価償却額をいう。 ． 、

借入金等利息

■
■
■
■
■
■
■
ｄ
ｑ
ｑ
１
Ｉ
１
１
１
Ｉ
１
Ｉ
１
ｊ
Ｊ

資産の帳簿残高が当該資産の売却収入金額を超える場合のその超過

額をいい、除却損又は廃棄損を含む。

徴収不能の見込額を徴収不能引当金に繰り入れていない債権につい

て当該会計年度において徴収不能となった場合には、当該徴収不能

の金額を徴収不能額として記載するものとする。

資産処分差額

|櫻鱒|；灘麓

(注) 1 小科目については、適当な科目を追加し《又は細分することができる。

2小科目に追加する科目は、形態分類による科目でなければならない。ただし、形態分類によることが困難であり、

．かつ、金額がきん少なものについては、 この限りでない。 ’

3 大科目と小科目の間に適当な中科目を設けることができる。

4都道府県知事を所轄庁とする学校法人にあっては、教育研究経費の科目及び管理経費の科目に代えて、経費の

科目を設けることができる。
心

5

も

8

I

三

ヴ

」！

33

科 目 ‘

大 科 目 小 科 目

教 ・員 人件費

職員人件費

役 員’ 報 酬

退職給与引当金繰入額

（又は退職金）

消 耗 品 費

光 熱 水 費

旅費交通費

奨 学 費

減価償‘却額

消 耗 品 費

光 熱 水 費

旅費交通費

減価償却額

,

借入金利息

学校債利息

、
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一

別表第3貸借対照表記載科目 （第33条関係）

’

F竺墾
園

考
科 目

備
大科目大科目 中 科 目 |小 科 目

固定資産

貸借対照表日後1年を超えて使用される資産をいう。耐用年数が1

年未満になっているものであっても使用中のものを含む。

｜
学
校
法
人
会
計
」

有形固定資産有形固定資産

罰評
土 地

建 物

構 築 物

教育研究用機器備品

その他の機器備品

図 書

車 輔

建設仮勘定

建物に附属する電気、給排水、暖房等の設備を含む。

プール、競技場、庭園等の土木設備又は工作物をいう。

標本及び模型を含む。

矛

罰 建設中又は製作中の有形固定資産をいい、工事前払金、手付金等を

含む。

その他の固定資産その他の固定資産

借 地 権

電話加入．権

施設利用．権

有価証券

収益事業元入金

長期貸付金

(何）引当特定預金

第3号基本金引当資産

地上権を含む。

専用電話、加入電話等の設備に要する負担金額をいう。

長期に保有する有価証券をいう。

収益事業に対する元入額をいう。

その期限が貸借対照表日後1年を超えて到来するものをいう。

●
訂
姻
凋

園
第3号基本金に係る預金等をいう。

流動資産

現金預

未収入

貯 蔵

短期貸付

有価証

金
金
品
金
券

学生生徒等納付金、補助金等の貸借対照表日における未収額をいう。

減価償却の対象となる長期的な使用資産を除く。

その期限が貸借対照表日後1年以内に到来するものをいう・

一時的に保有する有価証券をいう。

強

ロ

ロも
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法規編

鍵
吟ﾁ：
砧

負債の部

科 目

大 科 目 ｜ 小 科 目I

備 考

固 定 負 債
』

長期借入金

学 校 債

その期限が貸借対照表日後1年を超えて到来するものをいう。

同上 。

退職給与引当金 退職給与規程等による計算に基づく退職給与引当額をいう．

ゴ
マ

流 動 負 債

短期借入金 その期限が貸借対照表日後1年以内に到来するものをいい、資金借
入れのために振り出した手形上の債務を含む。

その期限が貸借対照表日後1年以内に到来するものをいう。
、

物品の購入のために振り出した手形上の債務に限る。

釧

刑

■

関
伺
預
宅
《
即
再
刊
醤
》

劃

ｒ

’
校

形 債

債
務
金
金

学
手
未
前
預

払
受
り 教職員の源泉所得税、社会保険料等の預り金をいう金

基本金の部
。
守
門
呼
笥
‐
も
ｑ
・
凸
屯
さ

令
叱
“

科 目 備 考

第30条第1項第1号に掲げる額に係る基本金をし

第30条第1項第2号に掲げる額に係る基本金をし

第30条第1項第3号に掲げる額に係る基本金をし

第30条第1項第4号に掲げる額に係る基本金をし

第30条第1項第1号に掲げる額に係る基本金をし

第30条第1項第2号に掲げる額に係る基本金をし

第30条第1項第3号に掲げる額に係る基本金をし

第30条第1項第4号に掲げる額に係る基本金をし

第1号基本金

第2号基本金

第3号基本金

第4号基本金

つ
毛
７
、
？
』
フ

つ
毛
７
、
？
』
フ

鰯
罰
塞

消費収支差額の部

科 考備目

特定の会計年度の消費支出に充当するために留保した額をいう。

驚
織
識

’ ｜

(注) 1 小科目については、適当な科目を追加し、又は細分することができる。

2都道府県知事を所轄庁とする学校法人にあっては、教育研究用機器備品の科目及びその他の機器備品の科目に

代えて、機器備品の科目を設けることができる。

午4

$

發厚

汐

琿

遡
掛
（
爵
命

西

４

⑳ 』

地
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